
一般競争入札公告 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の規定により、一般競争入札（以下「入札」という。）

に付するので、次のとおり公告する。 

令和７年３月１０日 

沖縄県立南風原高等学校長 

 

 

１．入札に付する事項 

（１）件名 沖縄県立南風原高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託 

（２）契約の内容 自家用電気工作物の保安管理およびデマンド監視業務。その他詳細は入札説明書、 

契約書（案）、仕様書による。 

（３）契約期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

（４）業務場所 沖縄県立南風原高等学校 

 

２．入札参加資格に関する事項 

（１） 過去 5年以内に本校（設備容量 975kVA、受電電圧 6600Ｖ）と同種同規模以上の保守点検業務の実 

績を有し、デマンド監視業務を行えること。 

（２）電気事業法施行規則第 52 条の 2の要件を満たす法人であること。また、電気主任技術者を、当該

委託に配置できること。 

（３）沖縄本島に本社、支社、支店、営業所等を有し、電力設備の故障等緊急時（夜間、休日等含む）  

現場に速やかに到着し、迅速に対応できること。 

（４）那覇産業保安監督事務所作成の電気保安法人の公開名簿に登録された者であること。 

（５）法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 

（６）個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）を遵守できるものであること。 

（７）加入義務のある社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険等）に加入し、保険料の滞納が 

ないこと。 

（８）雇用する労働者に対し、最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）に規定する最低賃金額以上の賃金

を支払っていること。 

（９）労働関連法令を遵守していること。 

（10）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しないこと。 

（11）一般競争入札参加資格確認申請期日から入札日までの間において、本県の指名停止、または指名 

除外の措置を受けていない者。 

（12）一般競争入札参加資格確認申請期日以前 6 ヵ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡   

小切手を出した者でないこと。 

（13）会社更正法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者で な

いこと、または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされ

ている者でないこと。 

 



（14）次の各号に該当しない者。 

ｉ）暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力（以下「暴力

団等反社会勢力」という。） 

ii) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。 

iii) 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいること。 

 

３．入札の場所及び日時 

（１） 場所 沖縄県立南風原高等学校 小会議室 

（２） 日時 令和７年３月２４日（月）10：00～ 

 

４．入札保証金に関する事項 

見積もる契約金額（長期継続契約に係る入札にあたっては、当該契約金額を契約期間の月数で  

除して得た金額に 12 を乗じて得た額）の 100 分の 5以上の金額とする。ただし、次の（１）又は（２）

のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 

（１） 入札に参加しようとするものが、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に沖縄県 

（学校）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書（原本）を提出する場合。 

（２） 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を締結した実績を有し、これらのうち過去 2箇年の間に履行期限が到来した二以上の

契約をすべて誠実に履行し、かつ契約を締結しないこととなるおそれがない旨を証明する 

書類を提出する場合。 

 

５．入札の無効に関する事項 

（１） 入札参加資格のない者のした入札。 

（２） 入札条件に違反した入札。 

（３） その他詳細については、別紙入札説明書（９．入札の無効）による。 

 

６． 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語ならびに通貨 

日本語及び日本国通貨 


